
 

  

入 札 公 告 

見積期間短縮工事・積算疑義申立対象工事  

令和８年 ３月１３日 

地方自治法第２３４条第１項の規定に基づき、一般競争入札により工事の請負に係る契約を締結するので、地方自治法施行令第１６７条の６第１項及び広島市契約規則第４条の規

定により次のとおり公告します。 

広島市長 松井 一實 

工 事 名 安芸区内水路その他補修工事[その１]（単価契約） 

工 事 場 所 安芸区阿戸町ほか 

工 事 概 要 

水路・道路構造物補修 一式 

舗装補修 一式 

※ 詳細は、設計図及び仕様書等（以下「設計図等」という。）のとおり 

契 約 期 間 契約締結の日から令和９年 ３月３１日まで 

入札に付する工種の単価

に 係 る 予 定 価 格 
落札決定後に公表（第２号工種） 

入札に付する工種の単価

に係る最低制限価格 
落札決定後に公表（第２号工種） 

入 札 区 分 

・ 本件工事に係る入札は、広島市電子入札システムを利用して入札を行う電子入札対象案件である。 

  なお、本件工事の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 

・ 入札に関する手続きについては、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとする。 

入 札 参 加 条 件 次に掲げる条件をいずれも満たしている者 

 

 
資 格 

・ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則第２条に該当していないこと。 

・ 令和７・８年度広島市建設工事競争入札参加資格者として認定されていること。 

・ 入札者名義のＩＣカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 

・ 上記の他の資格要件については、入札説明書のとおり。 

認 定 工 種 土木一式工事及び舗装工事のいずれも認定されていること。 

等 級 区 分 等 土木一式工事の「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」で認定されていること。 

営 業 所 等 
広島市安芸区内に本店を有していること。 

※ 本店とは、建設業法上の主たる営業所をいう。 

会 社 の 施 工 実 績 

平成２２年４月１日以降本件工事の一般競争入札参加資格確認申請書提出日前日までに元請として完成・引渡しが完了し、かつ、工期が満了した、

次の工事の施工実績を有すること。 

・ 「Ｂ」又は「Ｃ」等級の者にあっては、①、②のいずれかを満たす工事 

① 水路又は道路の新設、改良又は補修を施工した工事 

  ② 広島市発注の工事名に「（単価契約）」の表記がある予定総額１，０００万円（消費税等を含む。）以上の工事 

・ 「Ｄ」等級の者のうち、土木一式工事における令和５年の完成工事平均成績が８２点以上又は令和６年の完成工事平均成績が８３点以上の者

で、かつ、○アから○ウの条件をすべて満たしている者（以下「成績優良業者」という。）にあっては、上記①、②のいずれかを満たす工事 

○ア 令和５年及び令和６年の土木一式工事に係る完成工事平均成績がいずれも６５点未満でないこと。 

○イ 令和６年度及び令和７年度に指名停止措置を受けている期間がないこと。 

○ウ 令和６年度及び令和７年度に完成した全ての工種の工事に係る工事成績に６０点未満のものがないこと。 

   ※ 確認資料として、一般競争入札参加資格確認申請時に、都市整備局技術管理課(本庁舎６階)が発行する「完成工事平均成績の開示」の写し

を提出すること。 

・ 「Ｄ」等級の者（成績優良業者を除く。）にあっては、広島市発注の工事名に「（単価契約）」の表記がある予定総額１，０００万円（消費税等

を含む。）以上の工事 

技 術 者 

① 土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。予定総額が４，５００万円（税込）以上となる場合は、専任で配置で

きること。また、専任特例２号により兼務する監理技術者（建設業法第２６条第３項第２号に規定される監理技術者をいう。以下同じ。）を置く場

合にあっては、監理技術者補佐（専任特例２号により兼務する監理技術者の行うべき同法第２６条の４第１項に規定する職務を補佐する者をいう。）

を当該工事に専任で配置できること。ただし、技術者は、同法第２６条第１項から第５項までに規定するものとする。 

② 技術者は、開札日において応札者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、かつ開札日以前３か月以上の雇用関係にあるものであること。 

ただし、予定総額が４，５００万円（税込）未満となる場合の技術者は、開札日において応札者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、かつ 

開札日の前日以前から雇用関係にあるものとする。 

③ 技術者の兼務については、専任で配置することを求めている場合も含め、入札説明書に記載している条件を満たす場合は、その条件の範囲内でこ

れを認める。ただし、監理技術者（特例監理技術者も含む。）については、単価契約の工事同士での兼務は認めない（入札説明書における「請負金

額」の記載は、単価契約の場合「予定総額」と読み替える。）。 

そ の 他 

・ 「安芸区内水路その他補修工事[その２]（単価契約）」との併願（入札参加）は不可（併願した場合は、本件及び併願した全ての入札を無効とす

る。）。 

・ 入札参加条件を満たさない者は参加できない。また、広島市建設工事競争入札取扱要綱第２８条第２号、第３号イからオまで及び第５号アの規定

により選定できない者は参加できない。 

・ 社会保険（健康保険及び厚生年金保険）・労働保険（雇用保険）への加入義務の履行及び納付義務の履行を確認できない者は参加できない（ただ

し、各保険への加入義務の適用を受けない者は除く。）。 

詳細は、広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札契

約制度の概要」→「工事・建設コンサルタント業務」→「工事」→「社会保険・労働保険加入等に係る体系図及び確認書類等」により確認するこ

と。 

入札説明書等の交付・入

札 書 等 の 提 出 

【入札説明書の交付】 

広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「広

島市電子調達システムポータルサイト」→「2.調達情報公開システム」の「1.一般公開用」→「ダイレクト検索 入札・見積り情報」へ画面を展開さ

せ、本件工事を検索し、本件工事の「詳細」からダウンロードできる。 

【 入 札 書 受 付 期 間 】 

電子入札システムを利用して、令和８年３月２３日（月）、２４日（火）の午前８時３０分から午後５時（ただし、最終日は午後４時）まで。やむ

を得ない理由で、電子入札システムで送付できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに最終日の午後４時までに持参すること。 

【添付書類受付期間】 

入札書受付期間と同じ。（ただし、電子入札システムを利用して入札に参加する者で、添付書類の容量が、広島市電子入札運用基準に定める容量を

超えた場合は、入札書受付期間の最終日の午後４時までに持参。） 



 

  

【入札書・添付書類受付場所】下記の契約担当課 

設計図等の閲覧・交付 

【閲覧期間】 

公告日から令和８年３月２４日(火)までの午前８時３０分から午後５時(ただし、最終日は午後４時)まで(広島市の休日（広島市の休日を定める条

例(平成３年広島市条例第４９号)第１条第１項に規定する市の休日をいう。以下同じ。）を除く。)。  

【設計図等の閲覧・交付】 

 広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→

「広島市電子調達システムポータルサイト」→「2.調達情報公開システム」の「2.受注者用機能」→「6 広島市調達情報公開システム(受注者用機

能)の入口」の「ログイン画面へ」→「広島市調達情報公開システム(受注者用機能)」へ画面を展開させ、業者番号(５桁)及びパスワードを入力し

てログインのうえ、「入札・見積り情報」からダウンロードする。 

※ 設計図等を閲覧・交付する際には、ダウンロード確認票に記載のダウンロードパスワードを入力する必要がある。 

※ 設計図等をダウンロードする際、調達情報公開システムに添付している「ダウンロード確認票」は開札後の資格確認申請書に添付して提出する

必要がある。なお、「ダウンロード確認票」の発行は、上記閲覧期間中に限るため、なくさないように保管すること。 

また、下記工事担当課においても閲覧を行っている。 

設 計 図 等 に 

対 す る 質 疑 等 

【質疑書の提出期間】公告日から令和８年３月１７日(火)まで（広島市の休日を除く。） 

【システムによる回答書の閲覧・交付期間】 

令和８年３月１８日(水)から令和８年３月２４日(火)までの午前８時３０分から午後５時(ただし、最終日は午後４時)まで(広島市の休日を除

く。)。   

【設計図等に対する質疑・回答の閲覧・交付】 

広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→

「広島市電子調達システムポータルサイト」→「2.調達情報公開システム」の「2.受注者用機能」→「6 広島市調達情報公開システム(受注者用機

能)の入口」の「ログイン画面へ」→「広島市調達情報公開システム(受注者用機能)」へ画面を展開させ、業者番号(５桁)及びパスワードを入力し

てログインのうえ、「入札・見積り情報」からダウンロードする。 

 また、下記工事担当課においても閲覧・交付を行っている。 

開 札 日 等 

【開札日時】令和８年 ３月２５日（水）午前９時３０分 

【開札場所】安芸区役所 ３階 入札室 

【入札回数】 

予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がない場合は、１回に限り、電子入札システムにより再入札通知書を送付して再

度の入札を行う。 

入札参加資格確認 

申 請 書 等 の 提 出 

【申請書等の提出】最低入札価格提示者の通知日後、最低入札価格提示者が提出すること（入札説明書の別紙（積算疑義の申立に係る手続の

試行について）に記載のとおり）。 

【提出場所】下記の工事担当課 

入札参加資格確認結果及

び入札結果の通知 
入札参加資格確認後、落札者決定通知書を電子入札システムにより通知する。 

入 札 の 中 止 
入札参加者の行為により又は発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれていると認められたときは入札を中止する。また、この

工事に係る予算について広島市議会の議決が得られなかった場合は、入札を中止する。 

入 札 の 無 効 
この入札公告に示した入札参加条件を満たさない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札、入札に関する条件に違反した入札及

び提出された入札参加資格確認申請書が書類不備（誤記載を含む。）で確認できない者のした入札は無効とする。 

そ の 他 

・ 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札である。 

・ 本件工事は、広島市建設工事競争入札取扱要綱第３６条第２項の規定により、同条第１項に定める見積期間を短縮している。 

・ 本件工事は、「積算疑義申立に係る手続」の試行対象工事である（入札説明書の別紙（積算疑義の申立に係る手続の試行について）の
とおり）。 

  積算疑義の申立があったときは、検証結果の取りまとめに一定の日数を要するので留意すること。 
  積算疑義の申立の内容、回答及び検証結果については、「広島市電子調達システムポータルサイト」内の調達情報公開システム（一般
公開用）→「中止公告・訂正公告・入札関係資料の修正等を行った案件」→「建設工事（市長部局）」→「積算疑義の申立内容・回答及び
検証結果」により確認すること。 

  また、下記工事担当課においても閲覧を行っている。 

・ 本件工事は、令和８年 ２月２０日付け入札公告（令和８年 ３月 ６日入札中止）の安芸区内水路その他補修工事[その１]（単価契約）の再公 

告である。なお、入札参加資格確認申請書を提出する際は、本公告で発行されたダウンロード確認票を提出すること。 

・ その他の条件等については、入札説明書及び「建設工事の競争入札に参加しようとされる方へ」のとおり。 

入 札 保 証 金 免除 

契 約 保 証 金 要（契約に係る予定総額の１００分の１０以上） 

契 約 担 当 課 

広島市安芸区船越南三丁目４番３６号        

広島市安芸区役所市民部区政調整課（安芸区役所２階）  （電 話）０８２－８２１－４９０３  

（電子メールアドレス）ak-kusei@city.hiroshima.lg.jp    （ＦＡＸ）０８２－８２２－８０６９ 

工 事 担 当 課 

広島市安芸区船越南三丁目４番３６号        

広島市安芸区役所農林建設部農林課（安芸区役所４階）   （電 話）０８２－８２１－４９４７ 

（電子メールアドレス）ak-norin@city.hiroshima.lg.jp   （ＦＡＸ）０８２－８２２－８０６９ 
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